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独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が実施した法科大学院認証評価について       

 

１ 評価の目的 

独立行政法人大学改革支援・学位授与機構（以下「機構」という。）が、法科大学院を置く大学からの

求めに応じて、法科大学院に対して実施する評価（以下「評価」という。）においては、我が国の法科大

学院の教育等の水準の維持及び向上を図るとともに、その個性的で多様な発展に資することを目的とし

ています。具体的には、次のことを実施します。 

（１） 法科大学院の教育活動等の質を保証するため、法科大学院を定期的に評価し、教育活動等の状

況が評価基準に適合しているか否かの認定をすること。 

（２） 当該法科大学院の教育活動等の改善に役立てるため、法科大学院の教育活動等について多面的

な評価を実施し、評価結果を当該法科大学院にフィードバックすること。 

（３） 法科大学院の活動について、広く国民の理解と支持が得られるよう支援及び促進していくため、

法科大学院の教育活動等の状況を多面的に明らかにし、それを社会に示すこと。 

 

２ 評価のスケジュール 

機構は、文部科学大臣から認証評価機関として認証されたことを受け、法科大学院を置く国・公・私

立大学の関係者に対し、法科大学院認証評価の仕組み・方法についての説明会、自己評価書の作成方法

などについて研修会を開催した上で、法科大学院を置く大学からの申請を受け付け、自己評価書の提出

を受けた後、評価を開始しました。 

自己評価書の提出を受けた以降の評価のスケジュールについては、次のとおりです。 

 

30年７月 書面調査の実施 

８月 教員組織調査専門部会 

・授業科目と担当教員の教育研究業績等との適合性の調査 

 評価部会 

・基準ごとの判断の検討 

・書面調査による分析結果の整理 

９月 運営連絡会議 

・書面調査による分析結果の審議・決定 

10月～11月 訪問調査の実施 

12月 評価部会 

・評価結果（原案）の作成 

31年１月 運営連絡会議、評価委員会 

・評価結果（案）の取りまとめ 

２月 評価結果（案）を対象法科大学院を置く大学に通知 

３月 運営連絡会議、評価委員会 

・評価結果の確定 
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３ 法科大学院認証評価委員会委員及び専門委員（平成31年３月現在） 

 
 （１）法科大学院認証評価委員会 

◎磯 村   保  早稲田大学教授 

逢 見 直 人  日本労働連合総連合会会長代行 

大 澤   裕  東京大学教授 

奥 田 隆 文  森・濱田松本法律事務所弁護士 

奥  村 丈  二  中央大学教授 

加  藤 哲  夫  早稲田大学教授 

金  井 康  雄  元札幌高等裁判所長官 

紙  谷 雅  子  学習院大学教授 

唐  津 惠  一  東京大学教授 

○木  村 光  江  首都大学東京教授 

小  林 哲  也  小林総合法律事務所弁護士 

佐  伯 仁  志  東京大学教授 

潮  見 佳  男  京都大学教授 

鈴  木     巧  司法研修所教官 

土  屋 美  明  共同通信社客員論説委員 

中  川 丈  久  神戸大学教授 

野  坂 泰  司  学習院大学教授 

長谷川     晃  北海道大学教授 

濵  田     毅  同志社大学教授 

松  下 淳  一  東京大学教授 

牟  田 哲  朗  平和台法律事務所弁護士 

村  中 孝  史  京都大学教授 

山  本 和  彦  一橋大学教授 

吉  原 和  志  東北大学教授 

 

                           ※ ◎は委員長、○は副委員長 
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 （２）法科大学院認証評価委員会運営連絡会議 

荒  木 尚  志  東京大学教授 

磯  村     保  早稲田大学教授 

大  澤     裕  東京大学教授 

奥  田 隆  文  森・濱田松本法律事務所弁護士 

加  藤 哲  夫  早稲田大学教授 

木  村 光  江  首都大学東京教授 

酒  井 啓  亘  京都大学教授 

潮  見 佳  男  京都大学教授 

茶  園 成  樹  大阪大学教授 

○中 川 丈 久  神戸大学教授 

野 坂 泰 司  学習院大学教授 

服 部 高 宏  京都大学教授 

松 下 淳 一  東京大学教授 

松 本 和 彦  大阪大学教授 

◎山 本 和 彦  一橋大学教授 

吉 原 和 志  東北大学教授 

 

                           ※ ◎は主査、○は副主査 

 
 （３）法科大学院認証評価委員会評価部会 

（第６部会） 

上 松 健太郎  ブナの森法律事務所弁護士 

植 村 立 郎  湯島綜合法律事務所弁護士 

◎千 葉 惠美子   大阪大学教授 

土 屋 美 明  共同通信社客員論説委員 

水 島 郁 子  大阪大学教授 

○山 田   文   京都大学教授 

和 田 俊 憲  慶應義塾大学教授 

渡 邉 康 行   一橋大学教授 

 

                           ※ ◎は部会長、○は副部会長
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 （４）法科大学院認証評価委員会教員組織調査専門部会 

 青 井 未 帆  学習院大学教授 

淺 野 博 宣  神戸大学教授 

荒 木 尚 志  東京大学教授 

宇 藤   崇  神戸大学教授 

太 田 匡 彦   東京大学教授 

小木曽   綾   中央大学教授 

奥 村 丈 二   中央大学教授 

○尾 島 茂 樹  金沢大学教授 

加 藤 新太郎  中央大学教授 

北 川 佳世子  早稲田大学教授 

北 村 雅 史  京都大学教授 

小 林 哲 也  小林総合法律事務所弁護士 

酒 井 啓 亘  京都大学教授 

菅 原 郁 夫   早稲田大学教授 

只 木   誠   中央大学教授 

茶 園 成 樹   大阪大学教授 

中 野 俊一郎   神戸大学教授 

服 部 高 宏   京都大学教授 

深 澤 龍一郎  名古屋大学教授 

藤 本   亮   名古屋大学教授 

前 田 陽 一   立教大学教授 

三 木 浩 一  慶應義塾大学教授 

水 島 郁 子  大阪大学教授 

◎吉 原 和 志  東北大学教授 

 

                                               ※  ◎は部会長、○は副部会長 
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４ 本評価報告書の内容 

（１）「Ⅰ 認証評価結果」 

「Ⅰ 認証評価結果」では、機構が定める評価基準に適合しているか否かを記述しています。 
また、評価基準に適合していないと判断された場合は、その理由を、満たしていない基準につい

ては、その具体的な内容を記述しています。 
さらに、指摘事項（優れた点、特色ある点、留意すべき点、改善すべき点、是正を要する点）が

ある場合には、それらの中から主なものを抽出し、上記結果と併せて記述しています。 
 
（２）「Ⅱ 章ごとの評価」 

「Ⅱ 章ごとの評価」では、章ごとに「１ 評価」において、基準を満たしているかどうか、及

びその「根拠理由」を明らかにしています。加えて、「２ 指摘事項」において、法曹養成の基本理

念や当該法科大学院の目的を踏まえて、特に重要と思われる点（優れた点、特色ある点、留意すべ

き点、改善すべき点、是正を要する点）を指摘事項として抽出し、記述しています。 

なお、指摘事項を抽出する際、以下の考え方を参考にしています。 

・ 「優れた点」については、法曹養成の基本理念や当該法科大学院の目的に照らして、優れてい

る取組と判断されるもの。 

・ 「特色ある点」については、「優れた点」とまではいえないが、特色ある取組であり、今後も継

続して実施することが期待されるもの。 

・ 「留意すべき点」については、「改善すべき点」とまではいえないが、注意を促す必要があると

判断されるもの。 

・ 「改善すべき点」については、基準を満たしていないとまではいえないが、法曹養成の基本理

念や当該法科大学院の目的に照らして、改善すべきであると判断されるもの。 

・ 「是正を要する点」については、基準を満たしておらず、速やかな是正が必要と判断されるも

の。 

 

（※ 評価結果の確定前に対象法科大学院に通知した評価結果（案）の内容等に対し、意見の申立

てがあった場合には、「Ⅲ 意見の申立て及びその対応」として、当該申立ての内容を転載する

とともに、その対応を記述することとしています。） 

 

（３）「参考」 

「参考」では、対象法科大学院から提出された自己評価書の「ⅰ 現況及び特徴」及び「ⅱ 目

的」を転載しています。 

 
５ 本評価報告書の公表 

本報告書は、対象法科大学院を置く大学に提供するとともに、文部科学大臣に報告します。また、対

象法科大学院すべての評価結果を取りまとめ、「平成30年度法科大学院認証評価実施結果報告」として、

ウェブサイト（https://www.niad.ac.jp/）への掲載等により、広く社会に公表します。 
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Ⅰ 認証評価結果 

 

東北大学大学院法学研究科総合法制専攻は、大学改革支援・学位授与機構が定める法科大

学院評価基準に適合している。 

 

当該法科大学院の特色ある点として、次のことが挙げられる。 

○ 研究者養成をも目的とした授業科目「リサーチペーパー」が開講されている。 

○ 入学者選抜に当たって、多様な知識又は経験を有する者を入学させるために、社会人・他学部卒業者

を対象とした社会人・他学部卒業者特別選抜（未修）を実施している。 

○ 経済的支援を目的とする当該法科大学院独自の奨学生制度が整備されている。 

○ 専門分野に関する能力の向上を図り、もって研究・教育の推進に資するためサバティカル制度が導入

されており、専任教員に相当の研究専念期間が与えられている。 

 

当該法科大学院の留意すべき点として、次のことが挙げられる。 

○ 通年開講とする必修の法律基本科目の一部について、到達目標が抽象的に記述され、前期試験を中間

試験として位置付け、１年間を終了する段階で全単位を認定する仕組みとされていることから、当該授

業科目においてあるまとまった学問領域に関して十分到達目標を達成できていると思われる場合であ

っても他の分野の達成状況が十分ではないときは単位認定がなされず、到達目標の達成状況と認定され

る単位数とのバランスを欠いている可能性があり、学生が段階的に履修することができるように適切に

科目配置がされていない可能性がある。当該法科大学院の進級要件が１授業科目でも不合格がある場合

には進級できないものとされている点をあわせ鑑みると、次学年配当の授業科目の履修を過度に制限す

る取扱いとなるおそれがあることから、取扱いに留意する必要がある。 

○ 平成26年度、平成27年度、平成28年度及び平成29年度において入学者選抜における競争倍率が２

倍を下回っていることから、２倍を下回らないよう留意する必要がある。 

 

当該法科大学院の改善すべき点として、次のことが挙げられる。 

○ 一部の授業科目において、履修区分上の取扱いとは異なり、実態として別個の授業内容で授業及び成

績評価が行われているため、改善を図る必要がある。 

○ 一部の授業科目において、シラバスの記載からは必ずしも授業内容が明らかではない授業科目が見受

けられるため、組織的にシラバスをチェックする体制を整備するよう改善を図る必要がある。 

○ 一部の授業科目において、当該法科大学院で定められた各ランクの分布の在り方に関する法科大学院

としての一般的な方針とは異なる分布で成績評価が行われているため、成績評価の在り方について、全

教員に周知徹底する必要がある。 

○ １授業科目において、期末試験答案に当該授業科目と異なる分野の内容について理解を示す答案が多

くあり、当該授業科目の成績評価基準が学生に理解されていないため、成績評価に当たっては、各授業

科目において適切に設定された達成度に照らして学生の能力及び資質を正確に反映した上で、客観的か

つ厳正なものとして行う必要があることを全教員に周知徹底する必要がある。 

○ 授業における質疑応答等、教員の印象により行う平常点の採点において教員の裁量に委ねられている

ことから、一部の授業科目において、平常点の成績がほぼ一律満点となっているものがあるなど事実上

の出席点として加点されている授業科目があり、また、学生が平常点の考慮要素について認識できてい
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ないため、改善を図る必要がある。 

○ １授業科目において、成績評価における考慮要素の配点を超える点数が付けられていることから、成

績評価においては、あらかじめ学生に周知された成績評価における考慮要素を遵守するよう全教員に周

知徹底する必要がある。 

○ 再試験を実施するか否かの判断が教員の裁量に委ねられており、同内容の性質を有する授業科目間で

のばらつきが生じ、当該法科大学院としての統一的な方針が明らかでないため、改善を図る必要がある。 

○ １授業科目において、期末試験と比較して追試験の問題の方が容易な内容であり、かつ、期末試験の

合格答案と比較して同一水準で実施されているとはいえないため、受験者が不当に利益又は不利益を受

けることのないよう、改善を図る必要がある。 

○ 自己点検及び評価において入学者選抜における志願者数及び受験者数が評価項目に含まれていないた

め、評価項目に含めるよう改善を図る必要がある。 
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Ⅱ 章ごとの評価 

 

第１章 教育の理念及び目標 

 

１ 評価 

第１章のすべての基準を満たしている。 

 

【根拠理由】 

１－１－１ 教育の理念及び目標が適切に設定され、かつ、明確に示されていること。 

 当該法科大学院の教育の理念及び目標は、「（１）現行法体系全体の構造を正確に理解している。（２）冷

静な頭脳と温かい心をもって社会を観察し、そこに問題を発見することができる。（３）具体的な問題につ

いて広い視野から多様な視点を設定して考察することができる。（４）緻密で的確な論理展開をすることが

できる。（５）他者とコミュニケーションをするための高い能力（理解力・表現力・説得力）をもつ。（６）

知的なエリートとしての誇りをもち、それに伴う責務を自覚している。」として適切に設定され、当該法科

大学院の教職員及び学生に周知されるとともに、ウェブサイト及びパンフレットを通じて広く社会に公表

されている。 

 

１－１－２：重点基準 

       教育の理念及び目標が、当該法科大学院の教育を通じて、達成されていること。 

 当該法科大学院においては、教育の理念及び目標に適った教育を実施するため、法律基本科目では、基

本７法をその体系に即して、段階的に繰り返し学ぶことにより、理論的基礎を定着させるとともに、事例

分析能力や法解釈能力を向上させ、議論を論理的に展開する能力の涵養が行われているほか、将来、主体

的かつ創造的に実務に関わることを可能とするため、法律実務基礎科目を配置し、基礎法学・隣接科目と

ともに展開・先端科目においては、先端的・学際的・現代的・国際的な分野に関する選択科目を通じて、

学生が視野を拡げ、先端的な分野への関心を喚起し、将来、専門的な分野で活躍するための基礎を作り上

げる機会が提供されている。さらに、必修科目の授業では、少人数クラスを編成した上で、双方向・多方

向による授業を実践することにより、理論や実務についての理解を深めるとともに、他者とコミュニケー

ションをするための能力の向上が図られている。 

当該法科大学院の授業における成績評価は厳格に実施され、修了認定も厳格な成績評価の蓄積や進級制

等を通じて行われている。修了者の活動状況としては、法律事務所、裁判所、検察庁等におけるものが挙

げられる。 

 当該法科大学院の教育の理念及び目標は、司法試験の合格状況及び法曹としての活動状況その他修了者

の進路及び活動状況から、当該法科大学院の教育を通じて、達成されている。 

 

以上の内容を総合し、「第１章のすべての基準を満たしている。」と判断する。 

 

２ 指摘事項 

特になし。 
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第２章 教育内容 

 

１ 評価 

第２章のすべての基準を満たしている。 

 

【根拠理由】 

２－１－１：重点基準 

法科大学院の課程の修了の認定に関する方針（ディプロマ・ポリシー）並びに教育課程の編成及び実施に関

する方針（カリキュラム・ポリシー）を一貫性あるものとして策定していること。 

すなわち、教育課程が、理論的教育と実務的教育の架橋に留意しつつ、法曹としての実務に必要な専門的な

法知識、思考力、分析力、表現力等を修得させるとともに、豊かな人間性並びに法曹としての責任感及び倫理

観を涵養するよう適切に編成されていること。 

 当該法科大学院においては、法科大学院の課程の修了の認定に関する方針を以下のとおり定めている。 

・ 東北大学大学院法学研究科専門職学位課程総合法制専攻（法科大学院）では、次に掲げる目標を達

成した学生に法務博士の学位を授与する。 

① 法曹として活躍するために必要な法理論に関する高度の専門的な知識と法実務に関する基礎的

能力を修得している。 

② 法曹に要求される現行法体系全体の構造に関する正確な理解を基礎にした緻密で的確な論理展

開能力と他人とのコミュニケーション能力を修得している。 

③ 法曹という社会的に重要な職業に就くために必要な幅広い教養と豊かな人間性を備え、それらに

裏打ちされた高い職業倫理を身に付けている。 

④ 社会に生起する様々な問題について広い視野から多様な視点を設定して考察するための教養と

専門性を深めるよう常に研鑽に努めることができる。 

また、教育課程の編成及び実施に関する方針を以下のとおり定めている。 

・ 東北大学大学院法学研究科専門職学位課程総合法制専攻（法科大学院）では、ディプロマ・ポリシ

ーで示した目標を学生が達成できるよう、以下の方針に基づき教育課程を編成・実施する。 

① 法理論に関する高度の専門的な知識と法実務に関する基礎的能力の修得を可能にするために、基

本的な法分野に関する授業科目を体系的・段階的に提供すると同時に、実務家教員による実務に関

する授業科目を豊富に提供する。 

② 緻密で的確な論理展開能力と他人とのコミュニケーション能力の修得を可能にするために、少人

数教育制を採用し、教員・学生の対話を中心とした授業方法を採用する。 

③ 法曹に必要な高い職業倫理を身につけることを可能にするため、実務家教員による法曹倫理に関

わる授業科目を提供すると同時に、少人数教育制の下での教員と学生の対話を中心とした授業にお

ける討論を通じて、法曹としての心構えや責務についての自覚を深めることを可能にする。 

④ 広い視野から多様な視点を設定して考察するための教養と専門性を深めることを可能にするた

め、先端的・学際的・現代的・国際的な法分野に関する授業科目を十分に提供する。 

当該法科大学院の教育課程は、司法試験及び司法修習と有機的に連携された「プロセス」としての法曹

養成のための中核的教育機関として、法曹養成に特化した専門職大学院にふさわしい水準・内容・方法で

理論的教育と実務的教育の架橋が段階的かつ完結的に行われるよう編成されている。すなわち、教育の理
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念及び目標を効果的に実現するために、法律基本科目において、１年次では、まずは基本６法（憲法、民

法、刑法、商法、民事訴訟法、刑事訴訟法）に関する基礎的知識と能力を確実に修得させることとし、２

年次では、行政法を開講するほか、実務法曹の養成という観点をより強く意識した教育内容となっており、

実務上現れる事案に適切な解決を与える能力を養うことを目的として、事案分析を伴う事例式の学習や判

例の多角的分析等を行うことで応用力を培う内容の科目として編成されている。さらに、３年次では、こ

れまで修得した知識や思考力を前提として、法理論への理解を更に深化させ、事例分析力や法解釈能力を

更に向上させるための教育が行われている。また、２年次と３年次では、法律実務基礎科目において、法

曹として必要な基礎的な知識や技能が教授され、基礎法学・隣接科目とともに展開・先端科目においては、

先端的・学術的・現代的・国際的な諸問題に関する学生の視野を拡げ、法律基本科目の履修を通じて修得

した法知識や能力をもとに、将来、専門的な分野で活躍するための素地を作ることを主眼とした理論的か

つ実践的な教育が展開されているなど、法曹としての実務に必要な法知識、思考力、分析力、表現力等を

修得させるとともに、豊かな人間性並びに法曹としての責任感及び倫理観を涵養するよう編成されている。 

 また、多様なバックグラウンドを備えた学生のニーズに応じて、法学未修者に対する学修支援科目を設

けるなど、円滑な学修の開始が可能となるよう配慮されている。また、法学未修者に対して、オフィスア

ワー制度、長期履修制度及び長期履修者に対するアドヴァイザー制度を設けるとともに、法学既修者とし

て入学を希望する早期卒業者、飛び入学者については、個別の面談制度を設けるなど、多様なバックグラ

ウンドを備えた学生の学修をサポートする体制がとられている。 

 
２－１－２ 各授業科目について適切な到達目標が設定されていること。 

 当該法科大学院の到達目標は、「共通的な到達目標モデル」が存在する科目においては、それと同程度以

上の内容及び水準で設定されている。 

また、「共通的な到達目標モデル」が存在しない科目においては、授業を通じてどのような成果を達成す

るかを概括的に示した到達目標が設定されている。 

 

２－１－３：重点基準 

次の各号に掲げる授業科目が適切な科目区分の下に開設されていること。 

（１）法律基本科目 

（憲法、行政法、民法、商法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法に関する分野の科目をいう。） 

（２）法律実務基礎科目 

（法曹としての技能及び責任その他の法律実務に関する基礎的な分野の科目をいう。） 

（３）基礎法学・隣接科目 

（基礎法学に関する分野又は法学と関連を有する分野の科目をいう。） 

（４）展開・先端科目 

（応用的・先端的な法領域に関する科目、その他の実定法に関する多様な分野の科目であって、法律基本

科目以外のものをいう。） 

 当該法科大学院の教育課程における各授業科目の教育内容は、以下のとおりとなっている。 

（１）法律基本科目は、憲法、行政法、民法、商法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法の分野について、

将来の法曹としての実務に共通して必要とされる基本分野を対象とする授業科目になっている。 

（２）法律実務基礎科目は、法曹倫理、民事訴訟実務の基礎、刑事訴訟実務の基礎、模擬裁判、ローヤ
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リング、クリニック、エクスターンシップ及び法情報調査に係る授業科目が開設され、実務の経験

を有する教員が関与するなど、法律基本科目等との連携のもとに、法律実務に携わることへの導入

を行うにふさわしい授業科目になっている。 

（３）基礎法学・隣接科目は、授業科目「実務外国法」、「現代アメリカの法と社会」及び「法と経済学」

等が開設され、社会に生起する様々な問題に関心をもたせ、人間や社会の在り方に関する思索を深

めることによって、法に対する理解の視野を拡げることに寄与する教育内容を備えた授業科目にな

っている。 

（４）展開・先端科目は、授業科目「環境法Ⅰ」、「経済法Ⅰ」、「社会保障法」、「知的財産法Ⅰ」及び「ジ

ェンダーと法演習」等が開設され、社会の多様な法的ニーズに応え、応用的・先端的な法領域につ

いて基礎的又は発展的な理解を得させるために、必要に応じて実務との融合にも配慮しながら幅広

くかつ高度の専門的教育を行う授業科目になっている。 

そのほか、研究者養成をも目的とした授業科目「リサーチペーパー」が開講されている。 

 

２－１－４：重点基準 

基準２－１－３の各号のすべてにわたって、教育上の目的及び各法科大学院の教育の理念及び目標に応じて

適当と認められる単位数以上の授業科目が開設され、必修科目、選択必修科目及び選択科目等の分類が適切に

行われ、学生が段階的に履修することができるよう各年次にわたって適切に配当されていること。 

 当該法科大学院においては、通年開講とする必修の法律基本科目の一部について、到達目標が抽象的に

記述され、前期試験を中間試験として位置付け、１年間を終了する段階で全単位を認定する仕組みとされ

ていることから、当該授業科目においてあるまとまった学問領域に関して十分到達目標を達成できている

と思われる場合であっても他の分野の達成状況が十分ではないときは単位認定がなされず、到達目標の達

成状況と認定される単位数とのバランスを欠いている可能性があり、学生が段階的に履修することができ

るように適切に科目配置がされていない可能性がある。当該法科大学院の進級要件が１授業科目でも不合

格がある場合には進級できないものとされている点をあわせ鑑みると、次学年配当の授業科目の履修を過

度に制限する取扱いとなるおそれがあるほか、一部の授業科目において、履修区分上の取扱いとは異なり、

実態として別個の授業内容で授業及び成績評価が行われているものがあるものの、教育上の目的及び当該

法科大学院の教育の理念及び目標に応じた授業科目が開設されているとともに、必修科目、選択必修科目

及び選択科目の分類が行われ、おおむね学生が段階的に履修することができるよう各年次にわたって配当

されている。 

 

２－１－５：重点基準 

基準２－１－３（１）に定める法律基本科目については、次の各号に掲げる単位数の授業科目を必修科目と

して開設することを標準とし、標準単位数を超えて必修科目又は選択必修科目を開設する場合には、８単位増

をもって必修総単位数の上限とする。ただし、法学未修者については、１年次及び２年次に配当される法律基

本科目の中から、別に10単位を限度として必修又は選択必修とすることができる。 

（１）公法系科目（憲法及び行政法に関する分野の科目をいう。）       10単位 

（２）民事系科目（民法、商法及び民事訴訟法に関する分野の科目をいう。）  32単位 

（３）刑事系科目（刑法及び刑事訴訟法に関する分野の科目をいう。）     12単位 

 当該法科大学院においては、法律基本科目について、その必修総単位数が、公法系科目12単位、民事系
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科目32単位、刑事系科目14単位の合計58単位とされている。 

 

２－１－６：重点基準 

（１）基準２－１－３（２）に定める法律実務基礎科目については、次に掲げる授業科目が必修科目として開

設されていること。 

  ア 法曹としての責任感や倫理観を涵養することを内容とする授業科目（２単位） 

  イ 要件事実及び事実認定に関する基礎的な教育を含む民事訴訟実務の基礎を内容とする授業科目 

   （２単位） 

  ウ 事実認定に関する基礎的な教育を含む刑事訴訟実務の基礎を内容とする授業科目（２単位） 

（２）（１）に掲げる必修科目６単位のほか、次に例示する内容の授業科目その他の法曹としての技能及び責任

等を修得させるために適切な内容を有する授業科目（（１）に掲げる内容の授業科目を除く。）のうち、４

単位相当が必修又は選択必修とされていること。 

ア 模擬裁判 

（民事・刑事裁判過程の主要場面について、ロールプレイ等のシミュレーション方式によって学生に参

加させ、裁判実務の基礎的技能を身に付けさせる教育内容） 

イ ローヤリング 

（依頼者との面接・相談・説得の技法や、交渉・調停・仲裁等のＡＤＲ（裁判外紛争処理）の理論と実

務を、ロールプレイをも取り入れて学ばせ、法律実務の基礎的技能を修得させる教育内容） 

ウ クリニック 

（弁護士の指導監督のもとに、法律相談、事件内容の予備的聴き取り、事案の整理、関係法令の調査、

解決案の検討等を具体的事例に則して学ばせる教育内容） 

エ エクスターンシップ 

（法律事務所、企業法務部、官公庁法務部門等で行う研修） 

オ 公法系訴訟実務の基礎を内容とする授業科目 

（行政訴訟を中心とする公法系の諸問題を含む訴訟について、公法系の法律基本科目の学修を踏まえつ

つ、紛争や訴訟の現場を意識させるための各種の書面を作成させ、種々の理論的問題、技術的問題が

訴訟実務においてどのように現れるかを模擬的に理解することを通じて、公法系訴訟実務の基礎を修

得させる教育内容） 

（３）（１）アについては、「法曹倫理」などの授業科目名で独立の授業科目として開設されていること。また、

他の授業科目の授業においても、法曹倫理に留意した教育が行われていること。 

（４）次に掲げる教育内容について指導が行われていること。ただし、これらの指導のために授業科目を開設

し、単位を認定することは要しない。 

ア 法情報調査 

（法令、判例及び学説等の検索、並びに判例の意義及び読み方の学習等、法学を学ぶ上で必要な法情報

の調査・分析に関する技法を修得させる教育内容） 

イ 法文書作成 

（契約書・遺言書、法律意見書・調査報告書又は起訴状・訴状・準備書面及びこれらの書面を作成する

基礎資料となる文書等実務的な文書の作成の基本的技能を、添削指導等により修得させる教育内容） 

 当該法科大学院においては、法律実務基礎科目について、法曹としての責任感や倫理観を涵養すること
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を内容とする授業科目として、独立した授業科目「法曹倫理」（２単位）が必修科目として開設され、また、

他の授業科目においてもこのことに留意した教育が行われている。 

要件事実及び事実認定に関する基礎的な教育を含む民事訴訟実務の基礎を内容とする授業科目として、

授業科目「民事要件事実基礎」（２単位）が必修科目として開設されているほか、事実認定に関する基礎的

な教育を含む刑事訴訟実務の基礎を内容とする授業科目として、授業科目「刑事裁判演習」（３単位）が必

修科目として開設されている。 

また、模擬裁判は、授業科目「模擬裁判」（２単位）が選択必修科目として開設され、ローヤリングは、

授業科目「ローヤリング」（２単位）が、クリニックは、授業科目「リーガル・クリニック」（２単位）が、

エクスターンシップは、授業科目「エクスターンシップ」（２単位）が選択必修科目として開設され、法曹

としての技能及び責任等を修得させるために適切な内容を有する授業科目のうち４単位を修得するものと

されている。 

法情報調査は、新入生に対するオリエンテーションの中で、法学既修者を含む学生全員に指導を行うこ

ととされ、法文書作成は、必修科目である授業科目「民事要件事実基礎」、「民事・行政裁判演習」の中で

適宜指導することとされている。 

これら法律実務基礎科目の授業内容を定め、またそれを実施するに当たって、授業内容、授業担当教員

の決定等を所掌する教務委員会が、専任の研究者教員と実務家教員とによって構成され、研究者教員と実

務家教員が協力し、法律実務基礎科目の授業内容を定めている。また、授業科目「リーガル・リサーチ」

においては、研究者教員と実務家教員がオムニバス方式で授業を行っており、授業科目「模擬裁判」にお

いては、研究者教員が講義最終回の講評において意見を述べる等の形で授業に関与しているなど、研究者

教員と実務家教員による協力が行われている。 

 

２－１－７ 基準２－１－３（３）に定める基礎法学・隣接科目については、学生がそれぞれの関心に応じて効果的な履修

を行うために十分な数の授業科目が開設されていること。 

 当該法科大学院においては、基礎法学・隣接科目について、学生がそれぞれの関心に応じて効果的な履

修を行うに足りる数の授業科目が開設されている。 

 

２－１－８ 基準２－１－３（４）に定める展開・先端科目については、各法科大学院の養成しようとする法曹像に適った

内容を有する十分な数の授業科目が開設されていること。 

 当該法科大学院においては、展開・先端科目について、養成しようとする法曹像に適った内容を有する

十分な数の授業科目が開設されている。 

 

２－１－９：重点基準 

各授業科目における授業時間等が、単位数との関係において、大学設置基準第21条から第23条までの規定

に照らして適切に設定されていること。 

 当該法科大学院の各授業科目における授業時間等の設定は、単位数との関係において、大学設置基準第

21条（単位）、第22条（１年間の授業期間）及び第23条（各授業科目の授業期間）の規定に適合してい

る。 

 

以上の内容を総合し、「第２章のすべての基準を満たしている。」と判断する。 
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２ 指摘事項 

【特色ある点】 

○ 研究者養成をも目的とした授業科目「リサーチペーパー」が開講されている。 

 

【留意すべき点】 

○ 通年開講とする必修の法律基本科目の一部について、到達目標が抽象的に記述され、前期試験を中間

試験として位置付け、１年間を終了する段階で全単位を認定する仕組みとされていることから、当該授

業科目においてあるまとまった学問領域に関して十分到達目標を達成できていると思われる場合であ

っても他の分野の達成状況が十分ではないときは単位認定がなされず、到達目標の達成状況と認定され

る単位数とのバランスを欠いている可能性があり、学生が段階的に履修することができるように適切に

科目配置がされていない可能性がある。当該法科大学院の進級要件が１授業科目でも不合格がある場合

には進級できないものとされている点をあわせ鑑みると、次学年配当の授業科目の履修を過度に制限す

る取扱いとなるおそれがあることから、取扱いに留意する必要がある。 

 

【改善すべき点】 

○ 一部の授業科目において、履修区分上の取扱いとは異なり、実態として別個の授業内容で授業及び成

績評価が行われているため、改善を図る必要がある。 
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第３章 教育方法 

 

１ 評価 

第３章のすべての基準を満たしている。 

 

【根拠理由】 

３－１－１ 法科大学院においては、少人数による双方向的又は多方向的な密度の高い教育が行われなければならないこと

が基本であることに鑑み、一の授業科目について同時に授業を行う学生数が、この観点から適切な規模に維持さ

れていること。 

 当該法科大学院においては、少人数による双方向的又は多方向的な密度の高い教育が行われなければな

らないことが基本であることに鑑み、一の授業科目について同時に授業を行う学生数は、この観点に適合

する規模に維持されている。 

なお、他専攻の学生による当該法科大学院の授業科目の履修は、授業科目の性質等に照らして適切な場

合に限られている。 

 

３－１－２ 法律基本科目について同時に授業を行う学生数は、50人を標準とすること。 

 当該法科大学院においては、法律基本科目について同時に授業を行う学生数は、50人が標準とされてい

る。 

 

３－２－１ 法科大学院における授業の実施に当たっては、次の各号を満たしていること。 

（１）専門的な法知識を確実に修得させるとともに、批判的検討能力、創造的思考力、事実に即して具体的な

問題を解決していくために必要な法的分析能力及び法的議論の能力その他の法曹として必要な能力を育

成するために、授業科目の性質に応じた適切な方法がとられていること。 

（２）当該授業科目において設定されている到達目標の内容が学生に示され、それを踏まえて、授業の進行及

び自習の指示等がされ、学生が当該教育を受ければ到達目標を達成できるものであること。 

（３）１年間の授業の計画、各授業科目における授業の内容及び方法、成績評価の基準と方法があらかじめ学

生に周知されていること。 

（４）授業の効果を十分に上げられるよう、授業時間外における学習を充実させるための措置が講じられてい

ること。 

 当該法科大学院における授業は、専門的な法知識を確実に修得させるとともに、批判的検討能力、創造

的思考力、事実に即して具体的な問題を解決していくために必要な法的分析能力及び法的議論の能力その

他の法曹として必要な能力を育成するためにふさわしい教材、具体的な事案、事件・記録を使用し、少人

数による双方向的又は多方向的な討論を行うなど、授業科目の性質に応じた授業方法がとられている。 

授業科目において設定されている到達目標はシラバスにおいて学生に示され、それを踏まえて、授業の

進行及び自習の指示等がされており、学生が当該教育を受ければ到達目標を達成できるものとなっている。 

授業については、法律基本科目における１年次及び２年次配当の授業科目において、判例の分析に重点

を置いて、その理論的基礎と実務的合理性に関する教育を行っており、３年次配当の授業科目においては、

法理論への理解を更に深化させ、事例分析力や法解釈能力を向上させるための教育が提供されており、少

人数による双方向的又は多方向的な討論を行う授業が実施されている。また、法律基本科目以外の授業に



東北大学大学院法学研究科総合法制専攻 

- 17 - 

おいても、密度の高い教育が行われている。 

法律実務基礎科目の授業科目「エクスターンシップ」においては、参加学生による関連法令の遵守の確

保のほか、守秘義務等に関する指導監督が行われている。さらに、当該法科大学院の教員が、研修先の実

務指導者との間の連絡を踏まえて研修学生を指導監督し、かつ、成績評価や単位認定等に責任をもつ体制

が整備されている。 

また、一部の授業科目において、シラバスの記載からは必ずしも授業内容が明らかではない授業科目が

見受けられるものの、おおむね１年間の授業の計画、各授業科目における授業の内容及び方法、成績評価

の基準と方法が、シラバスに記載されるとともに、「ＴＫＣ法科大学院教育研究支援システム」を通じて告

知されており、あらかじめ学生に周知されている。 

授業の効果を十分に上げられるよう、授業時間外における学習を充実させるための措置については、授

業時間割の作成時における学生の自主的な学習時間の確保に対する配慮、教科書・補助教材等の指定、オ

フィスアワーの設定、休祝日関係なく24時間利用できる自習室の整備がされているほか、「ＴＫＣ法科大

学院教育研究支援システム」又は専門職大学院助教室を通じて各授業科目の予習又は復習に関する教員の

指示を周知するなどの措置が講じられている。 

集中講義については、授業の履修に際して授業時間外の事前事後の学習に必要な時間が確保されるよう

配慮されている。 

 

３－３－１：重点基準 

法科大学院における各年次における履修登録可能な単位数の上限が以下の各号を満たしていること。 

（１）最終年次を除く各年次においては、36単位を原則とし、これを超える単位数が設定されている場合には、

その理由が合理的なものであることが明らかにされている必要がある。ただし、次の各号に掲げる授業科

目については、36単位とは別にそれぞれの単位を限度として履修登録させることができる。 

ア  法学未修者１年次及び２年次に配当される基準２－１－３（１）に定める法律基本科目に当たる授業

科目 ８単位 

イ  基準４－２－１（１）ウに定める者の認定において、法学未修者１年次に配当される授業科目のうち

履修免除の対象とならない授業科目及び法律科目試験で合格点に達せず履修免除されなかった授業科目 

６単位 

（２）（１）のただし書にかかわらず、いずれの年次においても、44 単位を超える単位数の設定はすることが

できない。 

当該法科大学院における各年次において、学生が履修科目として登録することのできる単位数は、授業

時間外の事前事後の学習時間を十分に確保できるよう、１年次においては、32 単位が上限とされており、

２年次においては、36単位（授業科目「エクスターンシップ」（２単位）は含めない。）が上限とされてい

る。在学の最終年次においては、それまでの履修実績や選択科目の履修可能性の拡大等を考慮し、44単位

が上限とされている。 

 

以上の内容を総合し、「第３章のすべての基準を満たしている。」と判断する。 

 

２ 指摘事項 

【改善すべき点】 
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○ 一部の授業科目において、シラバスの記載からは必ずしも授業内容が明らかではない授業科目が見受

けられるため、組織的にシラバスをチェックする体制を整備するよう改善を図る必要がある。 
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第４章 成績評価及び修了認定 

 

１ 評価 

第４章のすべての基準を満たしている。 

 

【根拠理由】 

４－１－１：重点基準 

学修の成果に係る評価（以下「成績評価」という。）が、次の各号を満たしていること。 

（１）成績評価が、各授業科目において適切に設定された達成度に照らして、学生の能力及び資質を正確に反

映する客観的かつ厳正なものとして行われていること。 

（２）成績評価の基準が設定され、かつ、学生に周知されていること。 

（３）成績評価の基準にしたがって成績評価が行われていること。 

（４）成績評価の結果が、必要な関連情報とともに学生に告知されていること。 

（５）期末試験を実施する場合には、実施方法についても適切に配慮されていること。 

（６）再試験又は追試験を実施する場合には、受験者が不当に利益又は不利益を受けることのないよう特に配

慮されていること。 

（７）期末試験において筆記試験を実施しない場合には、筆記試験を実施せずに成績評価を行うことが授業科

目の性質に照らして適切であるとする理由が明らかにされていること。 

 当該法科大学院においては、成績評価について、成績評価の基準の設定及び学生への周知、成績評価の

基準にしたがった成績評価の実施、成績評価の結果の学生への告知、期末試験の実施における配慮等がさ

れ、各授業科目において設定された達成度に照らし、おおむね学生の能力及び資質を反映し得る客観的か

つ厳正なものとして行われている。 

成績評価の基準については、６段階評価とされ、一部の授業科目において、当該法科大学院で定められ

た各ランクの分布の在り方に関する法科大学院としての一般的な方針とは異なる分布で成績評価が行われ

ているほか、１授業科目において、期末試験答案に当該授業科目と異なる分野の内容について理解を示す

答案が多くあり、当該授業科目の成績評価基準が学生に理解されていないものがあるものの、成績のラン

ク分け及び各ランクの分布の在り方に関する方針が設定され、これらは学生便覧及び年度当初の総合履修

指導を通じて学生に周知されている。また、成績評価における考慮要素については、期末試験・中間試験・

レポートの結果、平常点等としており、これらはシラバスに記載され、学生に周知されている。 

一部の授業科目において、平常点の成績がほぼ一律満点となっているものがあるほか、１授業科目にお

いて、成績評価における考慮要素の配点を超える点数が付けられているものがあるものの、当該成績評価

の基準にしたがって成績評価が行われることを確保するための措置として、定期試験の答案のコピーを返

却し、採点後又は成績評価後に担当教員による講評を行うことで当該試験における成績評価（採点）の基

準を明らかにし、自己の成績評価について説明を希望する学生に対しては、オフィスアワー制度を利用し

た個別講評を実施しているほか、「成績評価に関する申合せ」を定め、法科大学院運営委員会等を通じた教

員間の成績分布データの共有・検討等の措置が講じられている。 

成績評価の結果については、各授業科目別の成績分布等のデータを、履修者が少数のため個人が特定さ

れる授業科目を除き、「ＴＫＣ法科大学院教育研究支援システム」上に掲載し、必要な関連情報とともに学

生に告知されている。 
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また、１年次及び２年次の法律基本科目のうち必修科目については採点時において受験者の匿名性が確

保されるなど、期末試験における実施方法について配慮されている。再試験について、実施するか否かの

判断が教員の裁量に委ねられており、同内容の性質を有する授業科目間でのばらつきが生じ、当該法科大

学院としての統一的な方針が明らかではなく、また、追試験においても、１授業科目において、期末試験

と比較して追試験の問題の方が容易な内容であり、かつ、期末試験の合格答案と比較して同一水準で実施

されているとはいえないものがあるものの、再試験及び追試験においても、一定の要件に該当する学生の

みに実施されており、受験者が不当に利益又は不利益を受けることのないようおおむね配慮されている。 

期末試験は原則として筆記試験を実施することとされている。 

 

４－１－２ 一学年を終了するに当たって学修成果が一定水準に達しない学生に対し、次学年配当の授業科目の履修を制限

する制度（以下「進級制」という。）が原則として採用されていること。 

 当該法科大学院においては、一学年を終了するに当たって学修成果が一定水準に達しない学生に対し、

次学年配当の授業科目の履修を制限する制度（進級制）が採用されており、各学年における達成度に照ら

して、対象学年、進級要件及び進級要件を満たさずに原級留置となった場合の再履修を要する授業科目の

範囲等の取扱い等が明確にされ、これらは学生便覧及びシラバスに記載されているほか、年度当初の総合

履修指導において学生に周知されている。 

 

４－２－１：重点基準 

法科大学院の修了要件が、次の各号を満たしていること。 

（１）３年（３年を超える標準修業年限を定める研究科、専攻又は学生の履修上の区分にあっては、当該標準

修業年限）以上在籍し、93単位以上を修得していること。 

この場合において、次に掲げる取扱いをすることができる。 

ア 教育上有益であるとの観点から、他の大学院（他の専攻を含む。）において履修した授業科目について

修得した単位を、30単位を超えない範囲で、当該法科大学院における授業科目の履修により修得したも

のとみなすこと。 

ただし、93単位を超える単位の修得を修了の要件とする法科大学院にあっては、その超える部分の単

位数に限り30単位を超えてみなすことができる。 

イ 教育上有益であるとの観点から、当該法科大学院に入学する前に大学院において履修した授業科目に

ついて修得した単位を、アによる単位と合わせて30単位（アのただし書により30単位を超えてみなす

単位を除く。）を超えない範囲で、当該法科大学院における授業科目の履修により修得したものとみなす

こと。 

また、上記に定めるところにより、当該法科大学院に入学する前に修得した単位（学校教育法第102条

第１項の規定により入学資格を有した後、修得したものに限る。）を当該法科大学院において修得したも

のとみなす場合であって当該単位の修得により当該法科大学院の教育課程の一部を履修したと認めると

きは、当該単位数、その修得に要した期間その他を勘案し、１年を超えない範囲で当該法科大学院が定め

る期間在学したものとみなすことができる。 

ウ 当該法科大学院において必要とされる法学の基礎的な学識を有すると認める者（以下「法学既修者」と

いう。）に関して、１年を超えない範囲で当該法科大学院が認める期間在学し、アとイによる単位と合わ

せて30単位（アのただし書により30単位を超えてみなす単位を除く。）を超えない範囲で当該法科大学
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院が認める単位を修得したものとみなすこと。 

ただし、93 単位を超える単位の修得を修了の要件とする法科大学院にあっては、その超える部分の単

位数に限り30単位を超えてみなすことができる。 

（２）次のアからカまでに定める授業科目につき、それぞれアからカまでに定める単位数以上を修得している

こと。ただし、３年未満の在学期間での修了を認める場合には、当該法科大学院において、アからウまで

に定める授業科目について合計 18 単位以上並びにエからカに定める授業科目についてそれぞれエからカ

に定める単位数以上を修得していること。 

なお、入学時に既に十分な実務経験を有する者であって、当該法科大学院において実務経験等を評価し

た上で適当と認められる場合には、カに属する授業科目のうち当該実務経験等に相当すると認められるも

のに代えて法律基本科目の履修を認め、これによる単位数をカに定める単位数に算入することができる（算

入することのできる単位数は４単位を上限とする。）。 

ア 公法系科目 

イ 民事系科目 

ウ 刑事系科目 

エ 法律実務基礎科目 

オ 基礎法学・隣接科目 

カ 展開・先端科目 

８単位 

24単位 

10単位 

10単位 

４単位 

12単位 

（３）法律基本科目以外の科目の単位を、31 単位以上修得していること（なお、（２）においてカに算入した

法律基本科目の単位数は、この号に関する限り、展開・先端科目の単位数と読み替える。）。 

当該法科大学院における修了要件は、３年以上在籍し、96単位以上を修得することとされている。 

この場合において、教育上有益であるとの観点から、他の大学院等において履修した授業科目について

修得した単位及び入学前に大学院等において履修した授業科目について修得した単位（科目等履修生とし

て修得した単位を含む。）を、合計33単位を超えない範囲で、当該法科大学院における授業科目の履修に

より修得したものとみなすことができるとされている。なお、法学既修者については大学院等において入

学前に履修した授業科目について修得した単位とみなすことは認められていない。 

当該法科大学院において必要とされる法学の基礎的な学識を有すると認める者（法学既修者）について

は、１年を超えない範囲で当該法科大学院が認める期間在学し、他の大学院等において履修した授業科目

について修得した単位と合わせて、33単位を超えない範囲で当該法科大学院が認める単位を修得したもの

とみなすこととされている。 

各科目の修了要件単位数は、法律基本科目のうち公法系科目12単位、民事系科目32単位、刑事系科目

14単位、法律実務基礎科目14単位以上、基礎法学・隣接科目４単位以上、展開・先端科目16単位以上を

修得することとされている。 

修了要件単位数全体に対する法律基本科目以外の科目に関する修了要件単位数については、法律基本科

目以外の科目から34単位以上を修得することとされており、31単位以上の修得が確保されている。 

 

４－２－２ 修了の認定に必要な修得単位数は、102 単位が上限とされていること。ただし、基準２－１－５のただし書に

よる単位数については、102単位の上限を超えることができる。 

 当該法科大学院における修了の認定に必要な修得単位数は、上限として定められている単位数を超えて

いない。 
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４－３－１：重点基準 

 法科大学院が、当該法科大学院において必要とされる法学の基礎的な学識を有する者であると認める（法学

既修者として認定する）に当たっては、適切に法律科目試験が実施されるとともに、その他の教育上適切な方

法がとられていること。 

 当該法科大学院の法学既修者の認定については、独自の法律科目試験が実施されている。 

法学既修者認定試験の実施に当たっては、採点の際の匿名性が確保されているほか、当該大学出身の受

験者が有利となるような試験問題が出題されることがないよう、定期試験における出題内容を確認した上

で作題するなど、当該大学出身の受験者と他大学出身の受験者との間で、出題及び採点において公平を保

つことができるような措置が講じられている。 

法学既修者認定試験は、憲法、民法、商法、民事訴訟法、刑法及び刑事訴訟法について論述式試験が実

施され、法科大学院全国統一適性試験、書類審査の結果等も踏まえて、合格した者を法学既修者として認

定することとされている。法律科目試験については各試験科目について最低基準点を設定し、法学既修者

として十分な能力を備えた者のみを合格させている。 

法学既修者として認定された者について履修免除が認められる授業科目については、これらの法律科目

試験の対象となった分野に限定されている。 

また、法学既修者としての認定は、法学未修者１年次に配当される必修の法律基本科目すべての単位を

一括して免除する方法で行われている。 

法学既修者に対しては、１年間の在学期間の短縮を認め、28単位を修得したものとみなしている。この

28 単位については、１年次の必修科目 28 単位に対応しており、在学期間の短縮は、修得したものとみな

される単位数との関係を適切に考慮したものとなっている。 

 

以上の内容を総合し、「第４章のすべての基準を満たしている。」と判断する。 

 

２ 指摘事項 

【改善すべき点】 

○ 一部の授業科目において、当該法科大学院で定められた各ランクの分布の在り方に関する法科大学院

としての一般的な方針とは異なる分布で成績評価が行われているため、成績評価の在り方について、全

教員に周知徹底する必要がある。 

○ １授業科目において、期末試験答案に当該授業科目と異なる分野の内容について理解を示す答案が多

くあり、当該授業科目の成績評価基準が学生に理解されていないため、成績評価に当たっては、各授業

科目において適切に設定された達成度に照らして学生の能力及び資質を正確に反映した上で、客観的か

つ厳正なものとして行う必要があることを全教員に周知徹底する必要がある。 

○ 授業における質疑応答等、教員の印象により行う平常点の採点において教員の裁量に委ねられている

ことから、一部の授業科目において、平常点の成績がほぼ一律満点となっているものがあるなど事実上

の出席点として加点されている授業科目があり、また、学生が平常点の考慮要素について認識できてい

ないため、改善を図る必要がある。 

○ １授業科目において、成績評価における考慮要素の配点を超える点数が付けられていることから、成

績評価においては、あらかじめ学生に周知された成績評価における考慮要素を遵守するよう全教員に周

知徹底する必要がある。 
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○ 再試験を実施するか否かの判断が教員の裁量に委ねられており、同内容の性質を有する授業科目間で

のばらつきが生じ、当該法科大学院としての統一的な方針が明らかでないため、改善を図る必要がある。 

○ １授業科目において、期末試験と比較して追試験の問題の方が容易な内容であり、かつ、期末試験の

合格答案と比較して同一水準で実施されているとはいえないため、受験者が不当に利益又は不利益を受

けることのないよう、改善を図る必要がある。 
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第５章 教育内容等の改善措置 

 

１ 評価 

第５章のすべての基準を満たしている。 

 

【根拠理由】 

５－１－１ 教育の内容・方法等の改善を図るための研修及び研究が、組織的かつ継続的に行われていること。 

当該法科大学院においては、ＦＤ委員会が設置され、教育の内容・方法等の改善を図るための研修及び

研究が、組織的かつ継続的に行われている。 

具体的には、ＦＤ懇談会、ＦＤ教員セミナー、授業評価アンケート及び教員授業参観制度が実施されて

いる。 

 

以上の内容を総合し、「第５章のすべての基準を満たしている。」と判断する。 

 

２ 指摘事項 

 特になし。 
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第６章 入学者選抜等 

 

１ 評価 

第６章のすべての基準を満たしている。 

 

【根拠理由】 

６－１－１ 法科大学院は、公平性、開放性及び多様性の確保を前提として、各法科大学院の教育の理念及び目標に照らし

て、入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）を設定していること。 

 当該法科大学院においては、アドミッション・ポリシーについて、公平性、開放性及び多様性の確保を

前提としつつ、当該法科大学院が掲げる教育の理念及び目標に照らし、「東北大学法科大学院は、豊かな人

間性や感受性、幅広い教養と専門的知識、柔軟な思考力、説得・交渉の能力等の基本的資質に加えて、社

会や人間関係に対する洞察力、国際的視野を持つ者で、将来の司法の担い手としての法曹（裁判官・検察

官・弁護士）に必要とされる法的思考に対する適性と、正義と公正についての基本的な考え方を有する者

を学生として受け入れます。」として設定されている。 

 

６－１－２ 法科大学院には、入学者の適性及び能力等の評価、その他の入学者受入に係る業務（法学既修者の認定に係る

業務を含む。）を行うための責任ある体制が整備されていること。 

 当該法科大学院においては、入学者の適性及び能力等の評価、その他の入学者受入に係る業務を行うた

めの責任ある体制として、法科大学院運営委員会が、入学者受入に係る業務の最終責任を負う体制をとっ

ている。同委員会の下に、入試の制度及び運営の全般的な検討・実施を職掌とする入試委員会を設けてい

る。合格者の決定に関しては、法科大学院運営委員会が合格者判定会議の委員を決定し、合格者判定会議

は、第１次選考の合格者を決定する。第２次選考の合格者については、合格者判定会議が原案を作成し、

法科大学院運営委員会において審議の上、決定することとされている。 

 

６－１－３ 各法科大学院の入学者受入方針に照らして、入学者選抜における公平性及び開放性が確保されていること。 

 当該法科大学院においては、入学者選抜における選考方法、過去の入試状況（出願者数、合格者数、試

験問題等）が公表されているとともに、当該大学出身者に対する優先枠を設けるなどの優遇措置が講じら

れておらず、また、身体に障害のある者に対しては、学生募集要項を通じて事前相談に係る内容が告知さ

れ、等しく受験の機会が確保されているほか、受験の際には、試験時間の延長や拡大読書器の貸与等、障

害の種類や程度に応じた特別措置や組織的対応がされており、アドミッション・ポリシーに照らして、入

学者選抜における公平性及び開放性が確保されている。 

 

６－１－４：重点基準 

入学者選抜に当たっては、法科大学院において教育を受けるために必要な入学者の適性及び能力等が適確か

つ客観的に評価されていること。 

 当該法科大学院においては、入学者選抜に当たって、法科大学院全国統一適性試験を用いて、履修の前

提として要求される判断力、思考力、分析力、表現力等が適確かつ客観的に評価されており、一般選抜に

おいては、第１次選考で書類審査、第２次選考で小論文試験（３年間での修了を希望する者）又は法律科

目試験（法学の基礎的な学識を有する者として、２年間での修了を希望する者）を課し、社会人・他学部
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卒業者特別選抜（未修）においては、第１次選考で書類審査、第２次選考で面接試験を課し、さらに、学

部３年次生特別選抜（既修）においては、第１次選考で書類審査、第２次選考で法律科目試験を課すこと

により、当該法科大学院において教育を受けるために必要な入学者の適性及び能力等が適確かつ客観的に

評価されている。 

なお、平成 31 年度入学者を対象とする入学者選抜から法科大学院全国統一適性試験の成績を利用する

ことが任意化されたが、当該法科大学院においては、書類審査において志願理由書や各種提出書類（学業

成績、活動実績、能力証明資料等）一式を対象に、多様な観点から受験者の適性及び資質を評価し、また、

志願理由書の記載に基づき、論理的思考力や文章表現力等の能力を評価することとされている。さらに、

法学未修者においては、小論文試験を課すことにより、思考力及び表現力等を評価するものとし、社会人・

他学部卒業者においては、面接試験を課すことにより、文章読解力・口頭表現力・論理的思考力等を評価

するものとしているほか、法学既修者においては、法律科目試験を論述式で行うことにより、法科大学院

の履修の前提として要求される判断力、思考力、分析力、表現力等を適確かつ客観的に評価する方法で入

学者選抜が行われている。 

 

６－１－５ 入学者選抜に当たっては、多様な知識又は経験を有する者を入学させるよう努めていること。 

 当該法科大学院においては、入学者選抜に当たって、多様な知識又は経験を有する者を入学させるため

に、社会人・他学部卒業者を対象とした社会人・他学部卒業者特別選抜（未修）を実施しているほか、す

べての受験者に対して、学業成績のほか、志願理由書及び履歴書に記入された内容も評価の対象に加える

ことによって、大学等の在学者については、学業成績のほか、多様な学識及び課外活動等の実績を、また、

社会人等については、多様な実務経験及び社会経験等を適切に評価できるよう努めている。 

 

６－２－１ 法科大学院の在籍者数については、収容定員を上回ることのないよう努めていること。また、在籍者数が収容

定員を上回った場合には、この状態が恒常的なものとならないための措置が講じられていること。 

 当該法科大学院における在籍者数は75人であり、収容定員150人を上回っていない。 

 

６－２－２ 入学者受入において、所定の入学定員と著しく乖離していないこと。 

 当該法科大学院における入学者受入においては、入学辞退者数を見込んだ合格者数を決定するなど、所

定の入学定員と乖離しないよう努めている。 

 

６－２－３：重点基準 

在籍者数、入学者選抜における競争倍率、専任教員数、修了者の進路及び活動状況等を総合的に考慮し、入

学定員の見直しを含む入学者選抜の改善への取組が適宜行われていること。 

 当該法科大学院においては、在籍者数、入学者選抜における競争倍率、専任教員数、修了者の進路及び

活動状況等を総合的に考慮し、平成26年度、平成27年度、平成28年度及び平成29年度において入学者

選抜における競争倍率が２倍を下回っているものの、入試の複数回化及び説明会等を実施し、直近の平成

30年度は入学者選抜における競争倍率が２倍となっていることから、入学者選抜の改善への取組が行われ

ている。 

 

以上の内容を総合し、「第６章のすべての基準を満たしている。」と判断する。 
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２ 指摘事項 

【特色ある点】 

○ 入学者選抜に当たって、多様な知識又は経験を有する者を入学させるために、社会人・他学部卒業者

を対象とした社会人・他学部卒業者特別選抜（未修）を実施している。 

 

【留意すべき点】 

○ 平成26年度、平成27年度、平成28年度及び平成29年度において入学者選抜における競争倍率が２

倍を下回っていることから、２倍を下回らないよう留意する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



東北大学大学院法学研究科総合法制専攻 

 

- 28 - 

第７章 学生の支援体制 

 

１ 評価 

第７章のすべての基準を満たしている。 

 

【根拠理由】 

７－１－１ 各法科大学院の教育の理念及び目標に照らして、学生が課程の履修に専念して教育課程上の成果を上げること

ができるよう、学習支援の体制が十分に整備されていること。 

 当該法科大学院においては、教育の理念及び目標に照らして、学生が課程の履修に専念して教育課程上

の成果を上げることができるよう、オリエンテーションを実施した上で、年次ごとに教員が総合履修指導

を実施することによって、学習支援の体制が整備されているほか、入学者に対して、学期開始当初から学

習が適切に行われるよう、導入教育として、法学未修者・法学既修者の別に応じて入学前指導を行うなど、

学習支援の配慮がされている。 

 法学未修者に対しては、１年次に配当される法律基本科目の学習が適切に行われるよう、法学未修者が

１年次基本科目の学習を円滑に行うための学修支援科目として授業科目「法律基礎演習」を開講するなど、

学習支援において特段の配慮がされている。 

 また、オフィスアワーが有効に活用できるよう、オリエンテーションの際に制度の説明文書を配付し、

「ＴＫＣ法科大学院教育研究支援システム」により、学生に周知されている。 

 このほか、法科大学院の教育補助を主たる職務とする助教を置き、助教によるオフィスアワーを実施し

ているほか、修了生弁護士によるオフィスアワー制度を整備するなど、各種教育補助者による学習支援体

制の整備に努めている。 

 

７－２－１ 学生が在学期間中に法科大学院の課程の履修に専念できるよう、学生の経済的支援及び学生生活に関する支援

体制の整備に努めていること。 

 当該法科大学院においては、学生の経済的支援について、独立行政法人日本学生支援機構による奨学金

に関する情報の提供がされるとともに、入学料・授業料の減免及び徴収猶予制度、経済的支援を目的とす

る当該法科大学院独自の奨学生制度として「東北大学法科大学院奨学生制度」が整備されている。 

 学生生活に関する支援については、学生相談所、保健管理センター及び学生心理相談室において行われ、

各種ハラスメントについては、全学的なハラスメント防止対策組織が設置され、必要な相談・助言体制が

整備されている。 

 

７－３－１ 身体に障害のある学生に対して、次の各号に掲げる支援体制の整備に努めていること。 

（１）修学のために必要な基本的な施設及び設備の整備充実。 

（２）修学上の支援、実習上の特別措置。 

 当該法科大学院においては、身体に障害のある学生の修学のために必要な基本的な施設及び設備として、

エレベーター、多目的トイレが設置されているなど、整備充実に努めている。 

 身体に障害のある学生が入学した際には、学生の情報を教員間で共有した上で、状況に応じて柔軟に対

応するとされ、障害の種類や程度に応じた支援を行う予定であり、配慮に努めている。 
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７－４－１ 学生支援の一環として、学生がその能力及び適性、志望に応じて、主体的に進路を選択できるように、適切な

相談窓口を設置するなどにより、必要な情報の収集・管理・提供、ガイダンス、指導、助言に努めていること。 

 当該法科大学院においては、学生支援の一環として、学生がその能力及び適性、志望に応じて、主体的

に進路を選択できるよう、法科大学院運営委員会の下に就職及び進路問題を担当する進路委員会を設け、

進路講演会、企業説明会、司法試験合格者に対する就職支援説明会、就職活動体験記の配付等を行うこと

により、学生の進路選択に際して指導、助言を行うなど、学生の職業支援に努めている。 

 

以上の内容を総合し、「第７章のすべての基準を満たしている。」と判断する。 

 

２ 指摘事項 

【特色ある点】 

○ 経済的支援を目的とする当該法科大学院独自の奨学生制度が整備されている。 
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第８章 教員組織 

 

１ 評価 

第８章のすべての基準を満たしている。 

 

【根拠理由】 

８－１－１：重点基準 

研究科及び専攻の種類及び規模に応じ、教育上必要な教員が置かれていること。 

 当該法科大学院においては、教員組織について、学生数の規模に応じ、法律基本科目、法律実務基礎科

目、基礎法学・隣接科目、展開・先端科目のそれぞれに専任教員が配置されるなど、教育上必要な教員が

配置されている。 

 

８－１－２：重点基準 

基準８－１－１に定める教員のうち、次の各号のいずれかに該当し、かつ、その担当する専門分野に関し高

度の教育上の指導能力があると認められる者が、専任教員として専攻ごとに置かれていること。 

（１）専攻分野について、教育上又は研究上の業績を有する者 

（２）専攻分野について、高度の技術・技能を有する者 

（３）専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有する者 

 当該法科大学院においては、専攻分野について、教育上・研究上の業績を有する者、又は特に優れた知

識及び経験を有する者で、かつ、その担当する専門分野に関し高度の教育上の指導能力があると認められ

る者が、専任教員として配置されている。 

 

８－１－３ 教員の採用及び昇任に関し、教員の教育上の指導能力等を適切に評価するための体制が整備されていること。 

 当該法科大学院においては、専任教員の採用及び昇任に関して、法科大学院運営委員会の議を経て、総

合法制専攻長が総合運営調整教授会で発議し、同教授会において選考委員会を設けて選考する方法がとら

れている。 

 兼担教員の採用については、法学研究科の専任教員の選考として、総合運営調整教授会において、選考

委員会を設けて選考させ、選考委員会報告を審議・議決する方法がとられている。 

 また、兼任教員の採用については、教務委員会においてその必要性や妥当性を審議・検討した上で、法

科大学院運営委員会で審議事項として承認する扱いとされており、当該法科大学院における教育を担当す

るにふさわしい教育上の指導能力等を適切に評価するための体制が整備されている。 

 

８－２－１：重点基準 

法科大学院には、専攻ごとに、平成 11 年文部省告示第 175 号の別表第一及び別表第二に定める修士課程を

担当する研究指導教員の数の1.5倍の数（小数点以下の端数があるときは、これを切り捨てる。）に、同告示の

第２号、別表第一及び別表第二に定める修士課程を担当する研究指導補助教員の数を加えた数又は同告示の別

表第三に定める修士課程を担当する研究指導教員１人当たりの学生の収容定員に４分の３を乗じて算出され

る収容定員の数（小数点以下の端数があるときは、これを切り捨てる。）につき１人の専任教員を置いて算出さ

れる数のうちいずれか大きい方の数の専任教員（以下「必置専任教員」という。）が置かれていること。 
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 当該法科大学院においては、必置専任教員について、専門職大学院設置基準において12人、そのうち半

数以上が原則として教授であることが求められているところ、現員数については、教育の理念及び目標を

実現するため、基準で必要とされる数を超えて専任教員が配置されている。 

 

８－２－２：重点基準 

法律基本科目（憲法、行政法、民法、商法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法）については、いずれも当該科

目を適切に指導できる専任教員（専ら実務的側面を担当する教員を除く。）が置かれていること。 

 当該法科大学院においては、法律基本科目（憲法、行政法、民法、商法、民事訴訟法、刑法及び刑事訴

訟法）については、いずれも当該科目を適切に指導できる専任教員が配置されている。 

 

８－２－３ 専任教員の科目別配置等のバランスが適正であり、かつ、当該法科大学院が教育上主要と認める授業科目につ

いては、原則として専任教員が置かれており、そのうち必修科目については、おおむね７割以上が専任教員によ

って担当されていること。 

 当該法科大学院においては、専任教員の科目別配置等について、法律基本科目だけでなく、法律実務基

礎科目、基礎法学・隣接科目、展開・先端科目のそれぞれに一定数の専任教員が配置されており、年齢構

成についても著しい偏りがなく、30歳代から60歳代までバランスがとれている。 

 また、当該法科大学院が、教育上主要と認める授業科目は、法律基本科目に当たる第１年次導入科目、

第１年次基本科目、第２年次基本科目、基幹科目、応用基幹科目及び法律実務基礎科目に当たる実務基礎

科目とされており、そのうち必修科目の授業は、約９割が専任教員によって担当されている。 

 

８－２－４：重点基準 

基準８－２－１に定める必置専任教員の数のおおむね２割以上は、専攻分野におけるおおむね５年以上の実

務の経験を有し、かつ、高度の実務の能力を有する者であること。 

 当該法科大学院においては、実務経験と高度な実務能力を有する教員について、専門職大学院設置基準

で必要とされる数を超える人数がその実務経験に関連した授業科目を担当するよう配置され、全員 13 年

以上の実務経験を有する者である。このうち、みなし専任教員については、１年につき４単位以上の授業

科目を担当し、かつ、法科大学院運営委員会の構成員であり、教育課程の編成その他の当該法科大学院の

組織運営について責任を担う者である。 

 

８－２－５ 基準８－２－４に定める実務の経験を有し、かつ、高度の実務の能力を有する必置専任教員の少なくとも３分

の２は、法曹としての実務の経験を有する者であること。 

 当該法科大学院においては、配置されている実務家専任教員（みなし専任教員を含む。）のうち、専門職

大学院設置基準で必要とされる数の３分の２以上が法曹としての実務の経験を有する者である。 

 

８－３－１ 法科大学院の教員の授業負担は、年度ごとに、適正な範囲内にとどめられていること。 

 当該法科大学院においては、教員の授業負担について、年間 20 単位を超える専任教員が５人いるもの

の、他の専任教員は20単位以下であり、適正な範囲内にとどめられている。 
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８－３－２ 法科大学院の専任教員には、その教育上、研究上及び管理運営上の業績に応じて、数年ごとに相当の研究専念

期間が与えられるよう努めていること。 

 当該法科大学院においては、専門分野に関する能力の向上を図り、もって研究・教育の推進に資するた

め、サバティカル制度が導入されており、専任教員に相当の研究専念期間が与えられている。 

 

８－３－３ 法科大学院の専任教員の教育上及び研究上の職務を補助するため、必要な資質及び能力を有する職員が適切に

置かれていること。 

 当該法科大学院においては、専任教員の教育上及び研究上の職務を補助するため、法政実務図書室に限

定正職員１人と事務補佐員１人、専門職大学院助教室に助教３人がそれぞれ配置されている。 

 

以上の内容を総合し、「第８章のすべての基準を満たしている。」と判断する。 

 

２ 指摘事項 

【特色ある点】 

○ 専門分野に関する能力の向上を図り、もって研究・教育の推進に資するためサバティカル制度が導入

されており、専任教員に相当の研究専念期間が与えられている。 
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第９章 管理運営等 

 

１ 評価 

第９章のすべての基準を満たしている。 

 

【根拠理由】 

９－１－１ 法科大学院における教育活動等を適切に実施するための独自の運営の仕組みとして、法科大学院の運営に関す

る重要事項を審議する会議（以下「法科大学院の運営に関する会議」という。）及び専任の長が置かれていること。 

当該法科大学院においては、教育活動等を適切に実施するために独自の仕組みを有しており、専任の長

である総合法制専攻長が置かれている。 

当該法科大学院の運営に関する重要事項を審議する組織としては、法科大学院運営委員会が置かれてい

る。法科大学院運営委員会は、専任教員（みなし専任教員を含む。）により構成されており、当該法科大学

院の教育課程、教育方法、成績評価、修了認定、入学者選抜及び教員の人事等に関する重要事項について、

審議することとされており、法科大学院運営委員会における審議の結果及び意見が尊重されている。 

 

９－１－２ 法科大学院の管理運営を行うために、法科大学院の設置形態及び規模等に応じて、適切な事務体制が整備され、

職員が適切に置かれていること。 

また、法科大学院の教育研究活動等の適切かつ効果的な運営を図るため、教職員に必要な知識及び技能を習得

させ、並びにその能力及び資質を向上させるための研修（基準５－１－１に規定する研修に該当するものを除

く。）の機会を設けることその他必要な取組を行っていること。 

 当該法科大学院においては、管理運営を行うために、法学部・法学研究科の事務を担う総務係、教務係、

会計係及び専門職大学院係のうち、専門職大学院係が当該法科大学院のある片平地区にて管理運営事務を

統括している。 

 また、法科大学院の教育研究活動等の適切かつ効果的な運営を図るため、大学全体として行う研修に参

加する機会を設けるなど、教職員に必要な知識及び技能を習得させ、並びにその能力及び資質を向上させ

るための研修が行われている。 

 

９－１－３ 法科大学院における教育活動等を適切に実施するためにふさわしい財政的基礎を有していること。 

当該法科大学院においては、教育活動等を適切に実施するために、設置者により当該法科大学院の運営

に必要な経費が負担されており、教育活動等を実施するにふさわしい財政的基礎を有している。 

また、予算の配分に当たっては、総長ヒアリングなど部局ごとの聴聞の機会が設けられており、設置者

が当該法科大学院の運営に係る意見を聴取する機会が設けられている。 

 

以上の内容を総合し、「第９章のすべての基準を満たしている。」と判断する。 

 

２ 指摘事項 

特になし。 
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第10章 施設、設備及び図書館等 

 

１ 評価 

第10章のすべての基準を満たしている。 

 

【根拠理由】 

10－１－１ 法科大学院には、その規模に応じ、教員による教育及び研究並びに学生の学習その他当該法科大学院の運営に

必要な種類、規模、質及び数の教室、演習室、自習室、図書館、教員室その他の施設が備えられていること。 

 当該法科大学院においては、教員による教育及び研究並びに学生の学習その他法科大学院の運営に必要

な種類、規模、質及び数の教室、演習室、自習室、図書館、教員室等の施設が整備されている。 

 教室及び演習室については、授業を支障なく実施することができるよう整備されている。教室及び演習

室の一部については、当該法科大学院が専用とする施設ではないが、教育研究等に支障なく使用されてい

る。また、教育方法上の必要に応じた設備及び機器として、教室には、プロジェクター及びワイヤレスマ

イク等が配備されている。 

学生の自習室については、当該法科大学院専用であり、学生総数と同数以上の自習机が整備されるとと

もに、休祝日関係なく24時間使用できるなど、十分なスペースと利用時間が確保されている。また、学生

の学習の効果的な実施に必要な設備及び機器として、無線ＬＡＮ及びプリンタが整備されている。 

さらに、ソフトウェアの面では、自習室等からパソコンを利用して「ＴＫＣ法科大学院教育研究支援シ

ステム」及び法情報データベース等を利用できる環境が整備されている。 

 図書館については、法政実務図書室が整備されている。法政実務図書室は、当該法科大学院が専用とす

る施設ではないが、当該法科大学院が管理運営に参画しており、教育及び研究その他の業務に支障なく使

用されている。法政実務図書室には、教員による教育及び研究並びに学生の学習に必要な図書及び資料が

備えられており、利用に際しては、学生証を提出させて、入退室の管理を行うとともに、所蔵する図書及

び資料の貸借について規則を定めるなどの管理及び維持がされているとともに、必要な設備及び機器とし

て、自習席、閲覧席、コピー機、パソコン及びプリンタが整備されている。学生の学習に必要な基本的図

書及び資料は、学生の専用又は優先利用のために備えられており、学生が随時利用することに支障がない

ようにする措置が講じられている。また、法政実務図書室には、法情報調査に関する基本的素養を備えて

いて学生に随時助言することのできる職員が配置されている。 

さらに、自習室においてパソコンを使用した図書・資料・判例の検索が可能となっており、法政実務図

書室についても同一の建物にあるなど、学生が図書館に備えられた図書資料を有効に活用して学習するこ

とができるよう、十分配慮されている。 

 教員室については、常勤専任教員（授業担当のない助教を除く。）にはそれぞれ１室が整備されており、

そのほか非常勤教員には授業等の準備を行うことのできる非常勤講師控室が整備され、研究及び教育の効

果的な実施に必要な設備及び機器が整備されている。 

教員が学生と面談することができる施設については、相談室が整備されており、面談の目的や人数に応

じて適切なものが利用可能となっている。 

 施設の維持管理に当たっては、自習室への入室はカードキーの利用を求めることで、セキュリティーの

確保を図っており、学生、教職員、その他の利用者の平穏安全が脅かされない環境が整備されている。 
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以上の内容を総合し、「第10章のすべての基準を満たしている。」と判断する。 

 

２ 指摘事項 

特になし。 
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第11章 自己点検及び評価等 

 

１ 評価 

第11章のすべての基準を満たしている。 

 

【根拠理由】 

11－１－１：重点基準 

法科大学院の教育水準の維持向上を図り、法科大学院の社会的使命を果たすため、自ら点検及び評価（以下

「自己点検及び評価」という。）を実施するための適当な体制が整備され、当該法科大学院の教育の理念及び目

標の達成状況その他教育活動等の状況について、適切な評価項目が設定され、それに基づいて自己点検及び評

価が実施され、その結果が当該法科大学院の教育活動等の改善に活用されていること。 

 当該法科大学院においては、教育水準の維持向上を図り、社会的使命を果たすために自ら点検及び評価

を行う組織として自己点検・評価委員会が設置され、入学者選抜における志願者数及び受験者数が評価項

目に含まれていないものの、「教育の理念及び目標、並びに修了者の進路及び活動状況その他教育の理念及

び目標の達成状況」、「教育内容及び方法」、「成績評価並びに進級及び修了の認定」、「入学者に関する受入

方針及び入学者の数その他入学者選抜」、「収容定員及び学生の在籍状況」、「学生の学習、生活及び就職の

支援」及び「教員組織及び教育能力」に関する内容を含む評価項目が設定され、それに基づいて自己点検

及び評価が実施されている。 

また、自己点検及び評価の結果について、法律実務に従事し、法科大学院の教育に関し広くかつ高い識

見を有する者を含む当該大学の教職員以外の者による検証が行われている。 

 自己点検及び評価の結果については、法科大学院運営委員会において報告され、各種委員会の連携協力

の下に、当該法科大学院における教育活動等の改善に活用されている。 

 

11－２－１ 法科大学院の教育活動等の状況、並びに自己点検及び評価の結果その他法科大学院に関する情報が、適切な体

制を整えた上で、刊行物への掲載、インターネットの利用その他広く周知を図ることができる方法によって公表

されていること。 

 当該法科大学院においては、教育研究活動等の状況が、ウェブサイト、パンフレット及び学生募集要項

等を通じて、毎年度、公表されているほか、自己点検及び評価の結果が「自己評価報告書」としてウェブ

サイトを通じて公表されている。 

教員組織については、研究者教員については担当授業科目名、主な職歴、及び最近５年間における主な

研究業績、実務家教員については、担当授業科目名、並びに法律実務に関する主な経歴、実績及び著作、

専任教員については、その専門の知識経験を生かした学外での主な公的活動及び社会貢献活動がウェブサ

イトの「教員紹介」及び大学ウェブサイトの「東北大学研究者紹介」を通じて公表されている。 

そのほか、当該法科大学院に関する情報についても、ウェブサイトへの掲載、パンフレット等の印刷物

の刊行等、広く周知を図ることができる方法によって、公表されている。 

 

11－２－２ 評価の基礎となる情報について、適宜、調査及び収集を行い、適切な方法で保管されていること。 

当該法科大学院においては、評価の基礎となる情報は、法科大学院運営委員会の下に置かれた各種委員

会及び事務部門において調査及び収集され、エクステンション教育研究棟において保管されている。 
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以上の内容を総合し、「第11章のすべての基準を満たしている。」と判断する。 

 

２ 指摘事項 

【改善すべき点】 

○ 自己点検及び評価において入学者選抜における志願者数及び受験者数が評価項目に含まれていないた

め、評価項目に含めるよう改善を図る必要がある。 

 



 



東北大学大学院法学研究科総合法制専攻 

- 39 - 

 
 
 
 
 
 

＜参 考＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  



 

 



東北大学大学院法学研究科総合法制専攻 

 

- 41 - 

ⅰ 現況及び特徴（対象法科大学院から提出された自己評価書から転載） 

 

１ 現況 

（１）法科大学院（研究科・専攻）名                 

東北大学大学院法学研究科総合法制専攻 

（２）所在地 

宮城県仙台市青葉区片平２ 丁目１-１ 

（３）学生数及び教員数（平成３０年５月１日現在） 

学生数：   ７５人 

教員数：   ２６人（うち実務家教員 ５人） 

 

２ 特徴 

（１）東北大学大学院法学研究科・法学部の沿革と理念 

東北大学大学院法学研究科・法学部は、大正１１（１

９２２）年に設立された、東北帝國大学法文学部を前身

とし、昭和２２（１９４７）年に新制大学に切り替わっ

た後、昭和２４（１９４９）年に法学部、昭和２８（１

９５３）年には大学院法学研究科がそれぞれ発足した。 

建学当初より、「研究第一主義」の伝統、「門戸開放」

の理念及び「実学尊重」の精神をもとに、研究の成果を

人類社会が直面する諸課題の解決に役立て、指導的人材

を育成することによって、平和で公正な人類社会を実現

することをその使命としてきた本学にあって、大学院法

学研究科・法学部も、数多くの優秀な人材を社会に送り

出してきた。 

そして、平成１２ （２０００）年４月、東北大学大

学院法学研究科は、大学院重点化に際して、従来の公法

学・私法学・基礎法学・政治学という伝統的な４専攻を、

「総合法制専攻」、「公共法政策専攻」、「トランスナ

ショナル法政策専攻」の専攻へと再編した。これまで多

数の法曹を輩出してきた大学院・学部における教育を見

直し、法曹をはじめとする広義の法律専門家の養成を目

的とする「総合法制専攻」を中核とし、法科大学院を先

取りする形で、学部・大学院を通じた法学教育の充実を

目指す「選択的６年制構想」は、司法制度改革の動きの

中、平成１６ （２００４）年４月、東北大学法科大学

院の開設に結実した。 

（２）法科大学院の教育理念と教育体制 

東北大学法科大学院は、その教育の理念として、「優

れた法曹」の養成を掲げている。その理念を実現するた

め、次のような教育体制を整備している。 

① 段階的・反復的教育による理論的基礎の確実な修得 

「優れた法曹」として、多様な法的問題に的確にかつ

創造的に対処するためには、法の理論に関する深い理解

が必要である。実務に必要な学識を修得させるため、法

律基本科目である、第１年次基本科目、第２年次基本科

目、基幹科目（第２年次）、及び応用基幹科目（第３年

次）では、基本７法を、その体系に即して、段階的に繰

り返し学ぶことにより、理論的基礎を確実に定着させる

とともに、事例分析能力や法解釈能力を向上させ、緻密

で的確な議論を論理的に展開する能力を涵養している。 

② 多彩な教員による多様な科目の提供 

東北大学法科大学院の教員団を構成する研究者教員・

実務家教員の多彩さを反映して、実務的・先端的・学際

的・現代的・国際的な分野に関する授業科目が充実して

いる。このような科目の履修を通じて、学生がその視野

を広げ、先端的な分野への関心を喚起し、将来、専門的

な分野で活躍するための基礎を作り上げることを可能と

している。 

③ 学習環境・学習支援体制の充実  

２４時間利用可能な自習室（固定席）や充実した図書

室など、良好な学習環境が整備され、修了生にも、「法

務学修生」の制度により、在学中と変わらぬ良質の学習

環境が提供されている。教員・修了生（弁護士、司法修

習生及び司法試験に合格した大学院博士課程学生）によ

るオフィス・アワー制度は、在学生・修了生がともに利

用可能であり、教育理念を実現するための学習支援体制

も充実している。 
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ⅱ 目的（対象法科大学院から提出された自己評価書から転載） 

 

本法科大学院は、司法制度を支える人的基盤の拡充のため、「高度の専門的な法的知識を有することはもとよ

り、幅広い教養と豊かな人間性を基礎に十分な職業倫理を身に付け、社会の様々な分野において厚い層をなして

活躍する法曹を獲得する。」という、『司法制度改革審議会意見書』（平成１３年６月１２日）の理念に基づき、

その設立以来、「優れた法曹」を養成することを、教育の理念及び目標として掲げている。 

そして、本法科大学院は、次のような能力と資質を備えている者が「優れた法曹」であると考える。すなわち、

①現行法体系全体の構造を正確に理解していること、②冷静な頭脳と温かい心をもって社会を観察し、そこに問

題を発見することができること、③具体的な問題について広い視野から多様な視点を設定して考察できること、

④緻密で的確な論理展開ができること、⑤他人とコミュニケーションをするための高い能力（理解力・表現力・

説得力）を持っていること、⑥知的なエリートとしての誇りを持ち、それに伴う責務を自覚していること、であ

る。 

上記のような資質と能力を備えた者であれば、将来、その者が就く職種や受任・担当する仕事の内容にかかわ

らず、人々から頼りがいのある法曹として評価され、社会に貢献することができるとともに、社会の進展に伴っ

て様々な形で生じるであろう、法的需要の一層の高度化・複雑化に伴う、具体的な職種や仕事の内容の必要性に

関する変化にも、柔軟かつ適切に対応することができると考えられる。 

このような「優れた法曹」を養成するため、本法科大学院では、その教育において、まず、学生が、理論的基

礎を確実に身につけることを重視する。法曹にとって、実務についての知識とともに、法理論に対する確実な理

解がきわめて重要である。とりわけ、現行法体系全体の構造を正確に理解していることは欠かせない。理論的基

礎の修得が不十分であれば、実務についての知識は上滑りのものとなり、新しく生起する問題に的確にまた創造

的に対処することは困難となろう。このような理論的基礎の教育は、優れた研究成果を有し、教育経験も豊富な

研究者教員を中心に、実務家教員とも綿密な連携を図りつつ、２年次の基幹科目を中核として、各学年に配置さ

れた法律基本科目において体系的・段階的に行われる。 

他方、法曹実務教育についても、理論的な問題との架橋を十分に意識しつつ、学生の法曹の仕事に対する関心

を育み、実務家として必要な一定の知識を修得させることを重視する。優れた実務法曹を養成するためには、法

科大学院において、１年間とされた司法修習との連携を意識しながら、法曹実務について一定の教育を行うこと

が不可欠である。その任に当たるのは、当該分野に関する豊富な実務経験を積んだ実務家教員である。 

そして、理論教育及び実務教育のいずれについても、教育方法として、少人数教育制を採用し、教員・学生の

対話を多用することを基本とする。これによって、理論や実務についての理解を効率的に深めるとともに、法曹

にとって重要なコミュニケーション能力を向上させることが目指される。そこでは、教員と学生、学生同士の交

流が活発となることから、学生が、教員（とりわけ実務家教員）の経験に触れることや、討議に参加することに

よって、法曹倫理等の実務基礎科目による成果とも相俟って、法曹としての心構えや責務について、自覚を深め

ることが期待されることとなる。 

さらに、本法科大学院は、基本的法分野の理論的基礎及び実務法曹としての基本的な知識の確実な修得を目指

し、「優れた法曹」を養成するための教育を基本に据えるため、広範にわたる法曹の仕事のうち、特にどれかを

重視して、それに強い法曹を養成するという方針はとらない。しかしながら、それは、応用的な分野に関する教

育の軽視を意味するものではない。これらの分野を専門とする、多彩な研究者教員・実務家教員を擁しているこ

とを活かして、先端的・学際的・現代的・国際的な分野に関する科目を充実させていることは、本法科大学院の

特徴の一つであり、このような科目の履修を通じて、学生は、視野を広げ、将来専門的な分野で活躍するための

素地を作ることが可能となっている。 

このような理念に基づき、人々の要請に応える「優れた法曹」を養成することが、本法科大学院の目的である。 



 


